
- 3 - 
 

２ 第２条（定義） 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
一  特定電気通信 ①不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信（電気通

信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。

以下この号において同じ。）の送信（②公衆によって直接受信されることを目的とする

電気通信の送信を除く。）をいう。 
二  特定電気通信設備 ①特定電気通信の用に供される電気通信設備（電気通信事業法第

二条第二号に規定する電気通信設備をいう。）をいう。 
三  特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて①他人の通信を媒介し、その他

②特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。 
四  発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の①記録媒体（当該記録

媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。）に情報を記録し、又は

当該特定電気通信設備の②送信装置（当該送信装置に入力された情報が不特定の者に

送信されるものに限る。）に情報を入力した者をいう。 
【趣旨】 
本条は、本法律における主要な用語について、その定義を行っているものである。 

【解説】 
１ 第１号 特定電気通信 

(1) 趣旨 
本号は、本法律の規律の対象となる通信を定めるものである。現在、インターネット

上のウェブページ、電子掲示板等の不特定の者によって受信されることを目的とする電

気通信の送信において、他人の権利を侵害する情報の流通の問題が顕在化していること

から、このような形態で行われる通信を「特定電気通信」として定義し、本法律におい

て必要な措置を講ずることとしている。 
 

(2) 用語の説明 
① 「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」 

インターネット上のウェブページ、電子掲示板等は、電気通信の一形態ではあるが、

不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信（＝有線、無線その他の電

磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること（電気通信事業

法（昭和 59 年法律第 86 号）第２条第１号））の送信であることから、このような形態

で送信される電気通信を通信概念から切り出し、「特定電気通信」としたものである。

電子メール等の１対１の通信は、「特定電気通信」には含まれない。なお、多数の者に

宛てて同時に送信される形態での電子メールの送信も、１対１の通信が多数集合した




